
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）
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店舗兼共同住宅 中高層の店舗、事務所、
共同住宅の多い商業地域

目黒200 m

目黒駅前に存し、隣接地域で
の超高層再開発ビルの稼働に
より商業ポテンシャルが向上

３０ｍ都道 目黒駅東方200 m

品川区ではコロナ禍を契機に人口が減少に転じる。土地の取引件数・
面積は軟調、建築着工は堅調。店舗が苦戦し、事務所空室率も上昇。

飲食店舗も多いためコロナ禍で収益性は低下。一方、目黒駅前再開発
の波及効果で、商業ポテンシャルが他地域との比較で高まっている。

個別的要因に変動はない。角地、セットバック以外は近隣地域では平
均的。側道が狭く行止りのため、角地による競争力はやや良好程度。

市街地再開発により目黒駅前では商業ポテンシャルが向上したが、近隣地域でもその波及効果が期待される。一
方、中小規模の画地が多く大型ビルの建替や建設適地が少ないため、現状では今後の発展に制約も感じられる。
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は市場を通した取引の実勢水準を実証的に把握した価格である。収益価格は基準地の規模や容積率等を反映し
た収益力を測定した価格で、依然として投資が堅調な近隣地域では中心的需要者の投資判断を合理的に裏付ける指標で
あるため、地価水準の把握には重みがある。なお、両価格の試算過程は共に適正であったのでその精度に優劣はない。
以上により、比準価格と収益価格は同等に規範性が高いものと判断して関連付け、鑑定評価額を上記の通り決定した。

同一需給圏は品川区及び周辺区の中高層店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ準高度商業地域。需要者の中心は投資目的のフ
ァンド、不動産会社等のほか自用目的の法人も含まれる。コロナ禍で店舗需要が低迷し、事務所の先行きも不透明。地
価上昇を牽引したホテル需要も消失した。一方で、過剰流動性による資金が不動産に流入しており、当地域はその受け
皿になる立地特性を有する。取引価格帯は敷地が標準地規模の新築・築浅ビルで１６～２０億円が中心と把握される。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

品川(都) －5 10

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 3

令和 3 7 1

令和 3 7 6

品川(都)　5 － 10 東京都 区部第２ 不動産鑑定士  仲丸　智行          

共立鑑定株式会社

令和 3 6 25

令和 3 7 2

（その他）

品川区上大崎二丁目５６１番１
「上大崎２－１３－３５」

275

1：1.5 ＳＲＣ 9F 1B

南30 m

都道、

西側道

水道、

ガス、

下水

商業
(80,600)
防火

(100,600)

150 25 60 30 中高層店舗兼事務所地

13 20 260 長方形

商業
(100,600)
防火

中高層店舗兼事務所地 角地 +2.0
セットバック -1.0

3,930,000

3,280,000

／

／

令和 3 2,900,000

993,000,000 3,610,000

□ □■

3,620,000

品川 5 4

99.7

101.0 100.0

101.0
3,610,000

0.0

0.0

0.0
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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■

■

3,610,000

品川 5 4

3,620,000

0.0 -0.3


